
種類別明細書の様式変更について

市業務システムの標準化・共通化に伴い、償却資産申告書に添付する種類別明細書（第二十六号様式別表一および二）の名称や

様式等が変更になりました。

なお、当面の間は従来の様式による申告も受け付けます（ただし、一つの申告で新旧の様式を混在させることはご遠慮ください）。

また、今後償却資産申告書につきましても様式の変更を予定しております。詳細については、ホームページ上でお知らせいたし

ます。

１ 変更の概要

(1) 種類別明細書（全資産・プレ申告用）

「種類別明細書（増加資産・全資産用）」から名称が変更になりました。

また、主として、申告者側で全資産の評価額・課税標準額まで計算する申告方式（全資産申告、合計申告、企業電算申告）

となりましたので、市から次年度用申告書を送付する際には、同封しておりません。

(2) 種類別明細書（増減資産用）

「種類別明細書（減少資産用）」から名称が変更になりました。

従来の増加資産用・減少資産用の明細書が一体となった様式になります。

主として、異動のあった資産についてのみ申告をいただく際に御利用いただくこととなります。市から次年度用申告書を送付

する際には、こちらのみ同封しております。



２ 記載の方法

市から皆様に送付する「種類別明細書（増減資産用）」について、記載方法の変更点をご案内します。

※ 他の項目の記載方法について旧様式と同様です。

【異動区分】

１：増加

２：減少

３：訂正

のいずれかを必ず

ご記入ください。

【物件番号】

減少または訂正の

場合は、市から送付

される申告済資産

の明細を参照し、転

記してください。

【元日取得】

１月１日（賦課期日）付けで取得した資産は「１」を記入してください。

それ以外の資産は何も書かないでください。

【取得価額】

減少・訂正の場合は以下のとおり記入してください（増加は変更なし）。

減少：減少後の残存価格。全部減少の場合は０円となります。

訂正：訂正後の価格。

【異動事由】

１：新品取得

２：中古品取得

３：売却

４：滅失

５：移動

６：その他

のいずれかをご記入

ください。

【摘要】

減少の場合は、減少前の数量と取得価額をご記入ください。

訂正の場合は、訂正した項目につき訂正前の情報をご記入ください。

【数量】

減少の場合、残っている数量（全部減

少の場合は０）をご記入ください。



３ その他

(1) 種類別明細書（増減資産用）記入順について

同一の異動事由（増加・減少・訂正）の資産は、可能な限り連続して（まとめて）ご記入ください（追記が必要になった場合などには、改めて

書き直していただく必要はございません）。

(2) ホームページ掲載の申告書様式について

現在青梅市ホームページ上には、償却資産申告書については現行様式のみを、種類別明細書につきましては新旧それぞれの様式を掲載しており

ます。これらにつきましては、今後法令の改正状況を踏まえて、随時掲載を終了するなどして整理を行ってまいります。

また、「令和８年度固定資産税（償却資産）申告の手引き」は、従前の様式に対応する版と新様式に対応する版の２種類を掲載しております。

掲載終了後も当面の間は、従来の様式による申告であっても受理いたします。一つの申告につき新旧の様式を混在させることはご遠慮ください。

(3) 記載方法の変更について

上述の種類別明細書（増減資産用）の記載方法につきましては、今後の償却資産申告書の様式変更等の事情により、ご案内の内容を変更する場

合があります。その際はホームページおよび「固定資産税（償却資産）申告の手引き」等により改めてご案内いたします。


